
〆≠●0 
00_0764901101806.doc 
北海道瓦斯㈱様 招集 2006/06/08 14:38印刷 1/2 
 

( 1 ) 

証券コード9534 
平成18年６月13日 

 
株 主 各 位 
 

札幌市中央区大通西７丁目３番地１ 

北海道瓦斯株式会社 
取締役社長 前 泉 洋 三 

 

第160回定時株主総会招集ご通知 
 
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 
 さて、当社第160回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、以下の方法によって議決権を
行使することができますので、後記株主総会参考書類をご検討のう
え、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。 
【書面による議決権行使の場合】 
 同封の議決権行使書用紙に議案に関する賛否をご表示いただき、
平成18年６月28日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送く
ださい。 
【インターネットによる議決権行使の場合】 
 インターネットウェブサイト（http://www.web54.net）より議決権
をご行使いただく際には、別添の「インターネットによる議決権行
使について」をご参照のうえ、平成18年６月28日（水曜日）午後５
時までに議案に対する賛否をご入力ください。 
【重複行使の取扱い】 
 書面もしくはインターネットにより、複数回、議決権行使をされ
た場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせ
ていただきます。 
 また、書面とインターネットによる議決権行使が重複して行われ
た場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取扱わせて
いただきます。 
 なお、書面とインターネットによる議決権行使が同日に到着した
場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱
わせていただきます。 

敬 具 
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記 
1. 日     時  平成18年６月29日（木曜日）午前10時 
2. 場     所 

 
札幌市中央区大通西７丁目３番地１ 
エムズ大通ビル ４階 当社会議室 

3. 株主総会の目的である事項 
 報 告 事 項 

 

1. 第160期 (平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 営業報告書、 
  貸借対照表および損益計算書報告の件 

2. 第160期 (平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)連結貸借対照表 
および連結損益計算書ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件 

 決 議 事 項   
 第１号議案  第160期利益処分案承認の件 
 第２号議案  定款一部変更の件 
 第３号議案  取締役９名選任の件 
 第４号議案  監査役１名選任の件 
 第５号議案 

 
退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならび
に取締役および監査役に対する退職慰労金
制度廃止に伴う打ち切り支給の件 

 第６号議案  取締役および監査役の報酬等の額改定の件 
以 上 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。 
 ◎添付書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合には、インター
ネット上の当社ウェブサイト(ホームページアドレスhttp://www.hokkaido-
gas.co.jp/）において修正後の事項を掲載させていただきます。 
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添付書類 
 

営 業 報 告 書 

(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで) 
 

 

Ⅰ 営業の概況 
 

 1. 企業集団の営業の経過および成果 

 

  (1) 営業活動の状況 
 

 当期におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの懸念材料があり
ましたものの、企業収益の改善等を背景に、民間設備投資や個人消費
に加え輸出・生産においても緩やかな増加がみられ、雇用情勢も上向
くなど、景気は回復基調で推移いたしました。 
 エネルギー業界では、規制緩和の進展等に伴い、他エネルギーとの
競合が更に激化しつつあります。 
 このような状況のもと、当社グループは、ガスの販売拡大を中心と
して各事業分野において営業活動に積極的に取り組んでまいりました
が、当期の連結売上高は、都市ガス・ＬＰＧ事業が堅調に推移したも
のの、主に器具販売事業、その他の事業の減収により、前期に比べ
0.5％減の62,203,672千円となりました。 
 一方、費用の面におきましては、経営全般にわたる合理化・効率化
に努めましたが、ＬＰＧ原料の高騰の影響等により、経常利益は前期
に比べ21.4％減の1,474,421千円となりました。また、特別損失とし
て、投資有価証券評価損および固定資産減損損失を計上した結果、当
期純利益は前期に比べ51.1％減の521,500千円となりました。 
 以下、事業別の概要をご報告申しあげます。 

 
   都市ガス事業 
 

 当期の新設件数は6,143件で、当期末のお客さま件数は550,635件と
なりました。 
 ガス販売量は、家庭用については、春先や暖房需要期に気温が低め
に推移した影響等により、前期に比べ2.1％増の112,592千㎥となりま
した。業務用については商業用・工業用等の新規大口物件の獲得が寄
与したこと等により、同7.9％増の219,819千㎥となり、合計で同
5.9％増の332,411千㎥となりました。 
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 売上高は、大口物件獲得や原料費調整制度の影響等で、同2.7％増
の38,617,629千円となりました。 
 一方、営業費用は、同0.5％増の34,674,928千円となり、営業利益
は同26.5％増の3,942,701千円となりました。 

 
   ＬＰＧ事業 
 

 売上高は、業務用新規物件の稼動等により、前期に比べ6.0％増の
7,214,796千円となりました。 
 一方、営業費用は、原料単価の上昇により、同9.3％増の6,891,167
千円となり、営業利益は同35.9％減の323,629千円となりました。 

 
   受注工事事業 
 

 売上高は、導管工事では業務用大型物件の竣工等がありましたが、
土木工事、リフォーム工事の減少等が影響し、前期に比べ2.4％減の
6,757,495千円となりました。 
 一方、営業費用は、同1.6％増の6,928,942千円となり、171,446千
円の営業損失となりました。 

 
   器具販売事業 
 

 売上高は、家庭用コージェネレーションシステム「ＥＣＯＷＩＬＬ 
(エコウィル)」の販売台数増加や新規大型物件獲得等がありましたが、
前期に比べ8.8％減の5,741,177千円となりました。 
 一方、営業費用は、同2.5％減の5,633,487千円となり、営業利益は
同79.1％減の107,689千円となりました。 

 
   その他の事業 
 

 売上高は、店舗用設備等の販売や不動産販売等が減少し、前期に比
べ9.9％減の9,353,375千円となりました。 
 一方、営業費用は、同7.9％減の9,115,040千円となり、営業利益は
同50.7％減の238,334千円となりました。 
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  (2) 企業集団の設備投資の状況 
 

 当期の設備投資総額（有形固定資産の他、無形固定資産、長期前払
費用、繰延資産を含む）は11,527,043千円となりました。設備投資の
大半は当社が占めており、主な設備投資には導管3,399,824千円、天
然ガス転換関連設備1,364,532千円、繰延資産2,532,182千円等があり
ます。 

 
  (3) 企業集団の資金調達の状況 
 

 当社の企業集団のうち当社および連結子法人等は、キャッシュ・マ
ネジメント・システムにより企業集団の資金効率化を行っており、当
社が資金調達の窓口となっております。 
 当社は平成18年２月に公募による新株式発行により2,127,440千円、
また同年３月に第三者割当増資による新株式発行により303,920千円
を調達いたしました。 
 社債につきましては当期中の償還、発行がありませんでしたので残
高の増減はありません。長期借入金は約定返済額以内に新規借入を抑
えておりますので、残高は前期末に比べ2,870,600千円減少いたしま
した。また、当社および連結子法人等の運転資金として、当期末には
短期借入金1,676,410千円、ならびにコマーシャル・ペーパー
2,000,000千円の残高があります。 

 
  (4) 企業集団が対処すべき課題 
 

 規制緩和の進展により、エネルギー業界は本格的な競争時代に突入
しております。来年４月には改正ガス事業法による更なる自由化範囲
の拡大が予定されており、ガス市場においても競争が一層激化するこ
とが予想されます。 
 このような中、競争力強化の一環として本年５月１日に都市ガス料
金を改定し、引き下げを行いました。より一層お客さまニーズに対応
して他エネルギーとの競争力を高め、ガス需要の更なる拡大を図って
まいります。省エネ型ガス床暖房・給湯暖房システム「Ｆａｃｔ（フ
ァクト)」や家庭用コージェネレーションシステム ｢ＥＣＯＷＩＬＬ 
(エコウィル)」が、お客さまからご好評をいただいており、市場シェ
アは着実に増加しております。引き続きお客さまニーズに対応した快
適な暮らしの提案を通して、天然ガスの更なる普及拡大を図ってまい
ります。 
 また、今後も燃料電池やガスエンジン、ガスタービンを用いたコー
ジェネレーションなど「エネルギー資源を効率良く利用できる環境効
率性に優れた機器・システムの開発」を通して、北海道の豊かな自然
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を守り、環境保全に貢献し、地域社会の発展に寄与していきたいと考
えております。 
 本年４月には、北見市より都市ガス事業を譲り受け、新たに北見支
店を開設し営業を開始いたしました。北見地区は当社の５番目の供給
エリアであり、北見支店は道東地区初の営業拠点となります。 
 一方、平成８年から推進してまいりました天然ガス転換事業も順調
に進捗し、平成17年までに札幌、千歳、小樽地区を完了し、本年３月
末には約50万件のお客さまの天然ガス化が終了いたしました。平成18
年12月には函館地区の作業が完了する予定（北見地区は平成21年を予
定）となっております。今後も引き続き安全かつ確実に作業を遂行し
てまいります。 
 当社グループは、環境に優しく、品質・サービスに優れたエネルギ
ー利用の提案や、エネルギーを中心としてお客さまの快適な暮らしを
サポートする「総合エネルギーサービス事業」を展開してまいります。
今後とも、お客さまのニーズを的確に捉え、お客さまのご期待に応え
られるよう、商品・サービスおよびソリューションスキルの向上等に
より地域密着型の営業を展開するとともに保安の維持・向上に努めて
まいります。株主のみなさまにおかれましては、当社グループの取り
組みに対するご理解を賜りますとともに、今後とも変わらぬご指導・
ご高配を賜りますようお願い申しあげます。 
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 2. 営業成績および財産の状況の推移 

  (1) 企業集団の営業成績および財産状況の推移 
 

区      分 
第 157 期
(平成14年度)

第 158 期
(平成15年度)

第 159 期
(平成16年度)

第 160 期 
(平成17年度) 

総 売 上 高 (千円) 60,869,527 61,242,104 62,538,618 62,203,672 

経 常 利 益 (千円) 1,975,141 2,065,941 1,876,379 1,474,421 

当 期 純 利 益 (千円) 742,951 873,367 1,066,894 521,500 

１株当たり当期純利益 (円) 11.91 14.04 17.22 8.30 

総 資 産 (千円) 103,740,583 103,348,181 101,059,489 103,419,369 

純 資 産 (千円) 24,426,340 25,381,645 26,175,080 28,162,478 
 
(注) 1. １株当たり当期純利益の金額は、期中の平均発行済株式数から自己株式数を控除し

た株式数でそれぞれ除して算出いたしました。 
    2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。  
 
   第157期（平成14年度） 
     ガス販売量が6.4％増加したこと等により、ガス売上高は1.2％増

加いたしました。受注工事・器具販売も増収となり、総売上高は、
2.3％の増加となりました。一方、費用の面におきましては、原材料
費の増加がありましたが、経営全般にわたるコスト低減に努めまし
たため、経常利益は35.3％増加しました。 

     なお、特別損失として固定資産臨時償却費813,082千円を計上して
おります。 

   第158期（平成15年度） 
     ガス販売量が4.4％増加したこと等により、ガス売上高は1.3％増

加し、総売上高は0.6％増加しました。一方、費用の面におきまして
は、経営全般にわたるコスト低減に努めましたため、経常利益は
4.6％増加しました。 

     なお、特別利益として退職給付制度改定利益1,174,213千円を、特
別損失として固定資産除却費等2,075,614千円を計上しております。 

   第159期（平成16年度) 
     ガス販売量は5.8％増加したものの、平成16年５月に実施した料金

引き下げの影響等により、ガス売上高は2.0％減少しましたが、その
他の事業が増収となり、総売上高は2.1％増加しました。一方、経常
利益は、原材料費の増加、減価償却費の増加等により9.2％減少しま
した。 

     なお、前期に引き続き特別利益として退職給付制度改定利益
475,365千円を計上し、特別損失として役員退職慰労引当金引当額
403,784千円を計上しております。 

   第160期（平成17年度） 
     当期につきましては、前記「企業集団の営業の経過および成果」

に記載のとおりであります。 
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  (2) 当社の営業成績および財産状況の推移 
 

区      分 
第 157 期
(平成14年度)

第 158 期
(平成15年度)

第 159 期
(平成16年度)

第 160 期 
(平成17年度) 

総 売 上 高 (千円) 48,082,073 47,433,653 46,050,235 47,054,760 

経 常 利 益 (千円) 1,312,230 1,152,263 1,013,019 1,018,066  

当 期 純 利 益 (千円) 301,484 339,524 587,565 427,307 

１株当たり当期純利益 (円) 4.88 5.50 9.53 6.85 

総 資 産 (千円) 94,199,480 90,898,397 91,089,486 94,138,276 

純 資 産 (千円) 21,494,631 21,919,888 22,239,354 24,131,584 
 
(注) 1. １株当たり当期純利益の金額は、期中の平均発行済株式数から自己株式数を控除し

た株式数でそれぞれ除して算出いたしました。 
2. 第158期より、改正後のガス事業会計規則により計算書類等を作成しておりますの
で、従来の「当期利益」｢１株当たり当期利益」は「当期純利益｣「１株当たり当期純
利益」と表示しております。 

3. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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Ⅱ 会社の概況（平成18年３月31日現在） 

 1. 企業集団の主要な事業の内容 
 

事 業 区 分 主 要 な 事 業 内 容 

都 市 ガ ス 都市ガスの製造・供給および販売 

Ｌ Ｐ Ｇ 簡易ガス事業およびＬＰＧ販売 

受 注 工 事 ガス工事、建築工事、土木工事 

器 具 販 売 ガス機器の販売および貸付け 

そ の 他 
石油製品販売、不動産販売・賃貸・仲介、旅行・保険代
理業、照明機器等販売、天然ガス自動車および充填ガス
の販売、熱供給事業 

 
 2. 株式の状況 

(1) 会社が発行する株式の総数 160,000,000株
(2) 発行済株式の総数 69,863,922株
 

(注) 発行済株式の総数は、平成18年２月６日開催の取締役会決議に基づ
く公募による新株式発行および第三者割当増資による新株式発行によ
り、当期中に8,000,000株増加し、69,863,922株となりました。 

 
(3) 株 主 数 7,166名

  (4) 大  株  主（上位10名） 
 

当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 
株   主   名 

持 株 数 出 資 比 率 持 株 数 出 資 比 率 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 5,310千株 7.60％ ―千株 ―％ 

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 5,000 7.15 ― ― 

東 京 瓦 斯 株 式 会 社 4,274 6.11 40 0.00 

株 式 会 社 北 洋 銀 行 3,006 4.30 ― ― 

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口
再信託受託者資産管理サービス信託

2,629 3.76 ― ― 

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信託銀行株式会社（信託口）

2,316 3.31 ― ― 

札 幌 市 2,244 3.21 ― ― 

北海道信用農業協同組合連合会 2,000 2.86 ― ― 

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 2,000 2.86 ― ― 

明治安田生命保険相互会社 1,450 2.07 ― ― 
 

(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てております。 
2. 出資比率は、小数第３位以下を切り捨てております。 
3. 当社は、株式会社北洋銀行の持株会社である株式会社札幌北洋ホールデ

ィングスの普通株式741株（出資比率0.18％）を所有しております。 
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4. みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信
託の持株数2,629千株は、株式会社みずほ銀行が委託した退職給付信託の
信託財産であり、その議決権行使の指図権は、株式会社みずほ銀行が留保
しております。なお当社は、株式会社みずほ銀行の持株会社である株式会
社みずほフィナンシャルグループの普通株式338.57株（出資比率0.00％）
を所有しております。 

5. 当社は、株式会社北海道銀行の持株会社である株式会社ほくほくフィナ
ンシャルグループの普通株式129千株（出資比率0.00％)、優先株式600千
株 (出資比率0.55％）を所有しております。 

 

  (5) 自己株式の取得、処分等および保有 

   ① 取得株式 

普通株式 49,688株 

取得価額の総額 17,196千円

   ② 処分株式 

普通株式 1,169株 

処分価額の総額 405千円

   ③ 失効手続きをした株式 

普通株式 ―株 

   ④ 決算期における保有株式 

普通株式 253,273株 
 



〆≠●0 
01_0764901101806.doc 
北海道瓦斯㈱様 招集 2006/06/08 14:38印刷 9/13 
 

( 11 ) 

 3. 企業結合の状況 

  重要な子法人等の状況 

会 社 名 資 本 金 
当 社 の 
出 資 比 率 

主要な事業内容 

北ガスジェネックス株式会社 80,000千円 100.00％ 
簡易ガス事業および 
ＬＰＧ販売 

北ガスサービス株式会社 46,000 100.00 
集金・検針業務 
保険代理業 

株式会社ケージープランニング 10,000 
100.00 
(100.00) 

照明機器等販売業 

北 ガ ス 建 設 株 式 会 社 300,000 100.00 ガス工事 

株式会社エナジーソリューション 350,000 100.00 熱供給事業 

天然ガス自動車北海道株式会社 250,000 72.00 
天然ガス自動車およ
び充填ガスの販売 

 
(注) 1. 出資比率は、小数第３位以下を切り捨てております。 

2. 出資比率欄の（ ）内は当社の子法人等が所有する出資比率を内数で示

しております。 

3. 当期の連結子法人等は、株式会社エナジーソリューションを新たに加え

た上記重要な子法人等の６社であり、他の持分法適用会社９社を含めた当

期の連結売上高は62,203,672千円、連結当期純利益は521,500千円であり

ます。 
 

 4. 主要な借入先 
 

借入先が有する当社の株式 
借 入 先 借 入 残 高 

持 株 数 出 資 比 率 

日 本 政 策 投 資 銀 行 19,476,400千円 ―千株 ―％ 

株 式 会 社 北 洋 銀 行 1,673,410 3,006 4.30 

日本生命保険相互会社 1,453,000 5,310 7.60 

北海道信用農業協同組合連合会 1,394,000 2,000 2.86 

 
(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てております。  

2. 出資比率は、小数第３位以下を切り捨てております。 

3. 上記には記載されておりませんが、平成18年３月31日現在当社は株式会

社北洋銀行とともに株式会社札幌北洋ホールディングスの完全子会社であ

る株式会社札幌銀行より502,000千円を借入しております。 
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 5. 企業集団の従業員の状況 
 
  (1) 企業集団の従業員数 
 

事 業 区 分 従業員数(名) 前期末比増減(名) 

都 市 ガ ス 566 ― 

Ｌ Ｐ Ｇ 92 1 

受 注 工 事 131 △ 4 

器 具 販 売 29 △ 5 

そ の 他 94 13 

全 社 ( 共 通 ) 43 △ 1 

合 計 955 4 

 
  (2) 当社の従業員の状況 
 

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

649 名 △  2 名  39.1 歳 17.6 年 

 
 (注) 1. △印は減少を表しております。  
    2. 上記のほかに関係会社等への出向者23名、嘱託等293名がおります。 
 
 6. 企業集団の主要な事業所 
 
  (1) 当社 
 

区 分 名 称 所 在 地 

本 社  札 幌 市 中 央 区 

 小 樽 支 店 小 樽 市 入 船 

支 店 函 館 支 店 函 館 市 万 代 町 

 千 歳 支 店 千 歳 市 清 水 町 

函 館 工 場 函 館 市 万 代 町 
工 場 

函館みなと工場 函 館 市 港 町 

 
(注) 1. 天然ガス転換作業完了に伴い、札幌工場を平成17年８月10日付で、小樽

工場を平成18年２月10日付で廃止いたしました。 

2. 函館地区における天然ガス転換のため、平成18年２月11日付で、函館み

なと工場を開設いたしました。 

3. 北見市のガス事業譲り受けに伴い、平成18年４月１日付で北見支店およ

び北見工場を開設いたしました。 
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  (2) 子法人等 
 

名 称 本 社 所 在 地 

北 ガ ス ジ ェ ネ ッ ク ス 株 式 会 社 札 幌 市 東 区 

北 ガ ス サ ー ビ ス 株 式 会 社 札 幌 市 中 央 区 

株 式 会 社 ケ ー ジ ー プ ラ ン ニ ン グ 東 京 都 港 区 

北 ガ ス 建 設 株 式 会 社 札 幌 市 白 石 区 

株 式 会 社 エ ナ ジ ー ソ リ ュ ー シ ョ ン 札 幌 市 中 央 区 

天 然 ガ ス 自 動 車 北 海 道 株 式 会 社 札 幌 市 厚 別 区 

北 東 住 設 機 器 株 式 会 社 札 幌 市 東 区 

株 式 会 社 エ ネ ッ セ ル 札 幌 市 厚 別 区 

石 狩 サ ー ビ ス 株 式 会 社 石 狩 市 花 川 

北 ガ ス シ ス テ ム サ ポ ー ト 株 式 会 社 札 幌 市 中 央 区 

株 式 会 社 小 樽 ガ ス 住 設 小 樽 市 花 園 

株式会社日石プロパン供給センター 北 広 島 市 大 曲 

ケージーセントラルスポーツ株式会社 札 幌 市 中 央 区 

株 式 会 社 北 海 道 熱 供 給 公 社 札 幌 市 東 区 

株式会社サッポロエネルギーサービス 札 幌 市 中 央 区 
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 7. 取締役および監査役 
 

地    位 担当または主な職業 氏   名 

※ 取締役会長  佐々木 正 丞 

※ 取締役社長  前 泉 洋 三 

※ 取締役副社長 
天然ガス転換事業部・技術開発研究所・
技能開発センター担当、天然ガス転換事
業部長 

大 槻  博 

 常務取締役 
輸送ネットワーク事業部担当、輸送ネッ
トワーク事業部長 

高 橋 雄 介 

 常務取締役 リビング事業部担当、リビング事業部長 濱 多  悟 

 常務取締役 
コーポレートスタッフ部門統括、業務高
度化推進部・資材・経理財務・人事担当 

花 坂 耕 治 

 取 締 役 
広報・総務・秘書担当、広報兼総務兼秘
書担当部長 

小 林 信 介 

 取 締 役 株式会社北海道熱供給公社取締役副社長 種 畑  徹 

 取 締 役 
エネルギー事業部担当、エネルギー事業
部長 

早 崎 正 一 

 取 締 役 
地域開発・経営企画担当、地域開発兼経
営企画担当部長 

岡 崎 哲 哉 

 取 締 役  伊 藤  亨 

 常勤監査役  井 川  洋 

 常勤監査役  越前谷 正 俊 

 監 査 役  安 達  正 

 監 査 役  髙 橋 賢 治 
 

(注) 1. ※印は代表取締役であります。 
2. 種畑 徹氏は、平成17年６月23日付で株式会社北海道熱供給公社取締役

副社長に就任いたしました。 
3. 平成17年６月23日付で次のとおり取締役の担当に変更がありました。 
   小林信介 地域開発・経営企画・広報・秘書担当 
4. 平成17年６月29日開催の第159回定時株主総会終結の時をもって、辞任

により取締役相談役の鍵山一郎氏は退任し、その補欠として伊藤 亨氏が
新たに取締役に選任され就任いたしました。 

5. 上記株主総会終了後の取締役会において、取締役の花坂耕治氏は常務取
締役に選任され就任いたしました。 

6. 平成17年７月１日付で常務取締役の花坂耕治、取締役の小林信介、岡崎
哲哉の各氏の担当を上記表記載のとおり変更いたしました。 

7. 取締役のうち伊藤 亨氏は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社
外取締役であります。 

8. 監査役のうち井川 洋、髙橋賢治の両氏は、｢株式会社の監査等に関す
る商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査役であります。 
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 8. 会計監査人に対する報酬等の額 
 

(1) 当社および子法人等が支払うべき報酬等の合計額 29,000千円

(2) 上記(1)の合計額のうち、監査証明業務の対価として

支払うべき報酬等の合計額 29,000千円

(3) 上記(2)の合計額のうち、当社が支払うべき会計監査

人としての報酬等の額 29,000千円
(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、商法特例法に基づく監査と

証券取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分
できないため、(3)の金額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

Ⅲ 決算期後に生じた企業集団の状況に関する重要な事実 
 

   該当事項はありません。 
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貸 借 対 照 表 
 

（平成18年３月31日現在） 
 

資 産 の 部 負 債 の 部 
  

固 定 負 債 
社 債
転 換 社 債
長 期 借 入 金
再評価に係る繰延税金負債
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
ガスホルダー修繕引当金
そ の 他 固 定 負 債
 
流 動 負 債 

１年以内に期限到来の固定負債
買 掛 金
短 期 借 入 金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
前 受 金
預 り 金
関係会社短期債務
コマーシャル・ペーパー
そ の 他 流 動 負 債

 

千円 

45,160,855 
13,000,000 
6,802,000 
21,205,000 
1,318,034 
1,440,213 
500,968 
304,551 
590,087 
 

24,845,836 
12,984,600 
2,098,222 
1,676,410 
2,240,151 
1,792,254 
225,848 
110,633 
60,309 
1,643,287 
2,000,000 
14,118 
 

負 債 合 計 70,006,691 

資 本 の 部 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金
その他資本剰余金
自己株式処分差益

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金
任 意 積 立 金
別 途 積 立 金
当 期 未 処 分 利 益

土地再評価差額金 
株式等評価差額金 
その他有価証券評価差額金
自 己 株 式 

 

5,037,827 
2,797,778 
2,797,598 
179 
179 

15,861,913 
775,775 
13,600,000 
13,600,000 
1,486,138 
△ 888,796 
1,393,440 
1,393,440 
△ 70,579 

 

 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

製 造 設 備 

供 給 設 備 

業 務 設 備 

附 帯 事 業 設 備 

建 設 仮 勘 定 
 
無 形 固 定 資 産 

営 業 権 

ソ フ ト ウ ェ ア 

その他無形固定資産 
 
投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 投 資 

長 期 前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

前 払 年 金 費 用 

そ の 他 投 資 

貸 倒 引 当 金 
 
流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

売 掛 金 

関 係 会 社 売 掛 金 

未 収 入 金 

製 品 

原 料 

貯 蔵 品 

前 払 費 用 

関係会社短期債権 

繰 延 税 金 資 産 

工 事 仕 掛 原 価 

そ の 他 流 動 資 産 

貸 倒 引 当 金 
 
繰 延 資 産 

開 発 費 

千円

77,574,838

65,538,835

4,719,930

49,412,979

9,642,673

1,020,447

742,803
 
2,050,040

47,482

1,957,890

44,667
 
9,985,963

3,999,971

2,741,817

196,874

28,634

1,878,967

1,222,335

△ 82,637
 
11,802,114

106,783

175,625

3,571,585

473,936

272,154

14,043

211,018

336,771

66,140

5,793,842

301,849

563,122

129,595

△ 214,357
 
4,761,323

4,761,323 資 本 合 計 24,131,584 

資 産 合 計 94,138,276 負 債 ・ 資 本 合 計 94,138,276 
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損 益 計 算 書 

(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 
 

  費     用 収     益 
千円 千円 

売 上 原 価 13,551,783 製 品 売 上 38,617,629 

期 首 た な 卸 高 12,805 ガ ス 売 上 38,617,629 

当期製品製造原価 13,611,043   

当期製品自家使用高 58,022   

期 末 た な 卸 高 14,043   

(売 上 総 利 益) (25,065,846)   

供 給 販 売 費 21,200,197   

一 般 管 理 費 2,346,707   

(事 業 利 益) (1,518,940)   

営 業 雑 費 用 6,881,911 営 業 雑 収 益 7,051,020 

受 注 工 事 費 用 1,628,828 受 注 工 事 収 益 1,718,935 

器 具 販 売 費 用 5,253,083 器 具 販 売 収 益 5,305,125 

 その他営業雑収益 26,959 

附帯事業費用 1,245,839 附帯事業収益 1,386,110 

営 
 
 
業 
 
 
損 
 
 
益 
 
 
の 
 
 
部 

(営 業 利 益) (1,828,320)   

営 業 外 費 用 1,421,615 営 業 外 収 益 611,361 

支 払 利 息 584,773 受 取 利 息 23,915 

社 債 利 息 353,190 有 価 証 券 利 息 600 

新 株 発 行 費 償 却 24,331 受 取 配 当 金 44,750 

雑 支 出 459,319 賃 貸 料 収 入 222,785 

 熱量変更支援等収入 181,901 

営
業
外
損
益
の
部 

 雑 収 入 137,408 

経 
 
 
 
 
常 
 
 
 
 
損 
 
 
 
 
益 
 
 
 
 
の 
 
 
 
 
部 

 (経 常 利 益) (1,018,066)   

   

特 別 損 失 305,000   

投資有価証券評価損 305,000   

特の 
別  
損  
益部    

(税 引 前 当 期 純 利 益) (713,066)   

法 人 税 等 ―   

法 人 税 等 調 整 額 285,759   

当 期 純 利 益 427,307   

合 計 47,666,122 合 計 47,666,122 

当 期 純 利 益 427,307千円  

前 期 繰 越 利 益 1,063,955  

土 地再 評価 差額 金取 崩額 △5,124  

当 期 未 処 分 利 益 1,486,138  
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重要な会計方針 

1. 固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 
 定率法によっております。但し、千歳支店ならびに供給設備のうち
石狩供給所、天然ガス用設備および平成10年４月１日以降に取得した
建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
  建物および構築物 3～50年
  導管 13～22年
  機械装置および工具器具備品 2～20年
 また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産のうち、
一括償却を選択した資産については、３年間で均等償却をしておりま
す。 

(2) 無形固定資産 
 定額法によっております。 
 但し、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 
 均等償却をしております。 

2. 資産の評価基準および評価方法 
(1) 有価証券 
 ① 子会社株式および関連会社株式 
移動平均法による原価法によっております。 

 ② その他有価証券 
時価のあるもの  決算期末日の市場価格等に基づく時価法によ

っております。 
(評価差額は、全部資本直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法により算定) 

時価のないもの  移動平均法による原価法によっております。 
(2) デリバティブ     時価法によっております。 
(3) たな卸資産 
 ① 製品・原料 
総平均法による原価法によっております。 

 ② 貯蔵品 
移動平均法による原価法によっております。 

3. 繰延資産の処理方法 
(1) 新株発行費      支出時に全額費用として処理しております。 
(2) 開発費        商法施行規則に定める最長期間（５年間）に

よる均等額償却を行っております。 
4. 引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 
 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
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(2) 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務およ
び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。 
 会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理して
おります。 
 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按
分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして
おります。 

(3) 役員退職慰労引当金 
 役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく
期末要支給額を計上しております。  

(4) ガスホルダー修繕引当金 
 球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、
前回の修繕実施額に基づく次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配
分して計上しております。 

5. リース取引の処理方法 
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ
ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっております。 

6. ヘッジ会計の方法 
(1) ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、適用要件を満たしてい
る場合は、金利スワップ特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
 ① ヘッジ手段 
金利スワップ 

 ② ヘッジ対象 
借入金 

(3) ヘッジ方針 
 内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。なお、実需
に関係のないデリバティブ取引は行っておりません。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
 ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認
することにより行っております。但し、特例処理の要件を満たしてい
る金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

7. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
 
重要な会計方針の変更 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 
当期より、固定資産の減損に係る会計基準（｢固定資産の減損に係る会
計基準の設定に関する意見書｣（企業会計審議会 平成14年８月９日)) お
よび「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指
針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 
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貸借対照表の注記 

1. 事業用土地の再評価 
土地再評価法（｢土地の再評価に関する法律」平成10年３月31日公布、
法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、｢土地再評価差
額金」を資本の部に計上しております。 
再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31
日公布、政令第119号）第２条第４号によるところの地価税の計算のた
めに公表された方法により算定した価格に合理的な調整を行う方法およ
び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価によって算出しております。 
再評価を行った年月日 平成14年３月31日
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における
時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との 
差額 △ 2,663,058千円
なお、当期末において、土地の再評価に係る繰延税金資産相当額につ
いて回収可能性を検討した結果、確実な回収を見込むことが困難なもの
1,163,122千円を取崩し、同額を「土地再評価差額金」から減額してお
ります。 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 104,517,308千円
3. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務のうち子会社に対するものは次の
とおりであります。 
 短期金銭債権 6,087,958千円
 短期金銭債務 1,643,287千円

 
4. 関係会社投資のうち子会社株式 1,034,167千円
5. 保証債務 47,397千円
6. 役員退職慰労引当金およびガスホルダー修繕引当金は、商法施行規則第
43条に規定する引当金であります。 

7. 商法施行規則第124条第１号に規定する超過額 1,187,949千円
8. 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産の増加額 
 1,393,440千円
9. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
 
損益計算書の注記 

1. 子会社との取引高 売 上 高 2,281,726千円
 仕 入 高 6,797,619千円
 営業取引以外の取引高 1,022,252千円
2. １株当たりの当期純利益 6円85銭
3. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
 



〆≠●0 
02_0764901101806.doc 
北海道瓦斯㈱様 招集 2006/06/08 14:38印刷 6/16 
 

( 21 ) 

利 益 処 分 案 

 

当期未処分利益 1,486,138,640円 

これを次のとおり処分いたします。  

利 益 配 当 金 

(１株につき ６円) 
417,663,894 

次 期 繰 越 利 益 1,068,474,746 

 
 (注) 利益配当金につきましては、自己株式253,273株を除いて計算しております。 
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 会計監査人の監査報告書謄本 
 

 
独立監査人の監査報告書 
 

平成18年５月６日 

北海道瓦斯株式会社 

取 締 役 会  御 中 
 

監査法人 芹沢会計事務所 
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 伊原 美好 ㊞

業務執行社員 公認会計士 神山 俊一 ㊞
 
 当監査法人は、｢株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律｣ 第２条第
１項の規定に基づき、北海道瓦斯株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31
日までの第160期営業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、営業
報告書（会計に関する部分に限る｡）及び利益処分案並びに附属明細書（会計に関
する部分に限る｡）について監査を行った。なお、営業報告書及び附属明細書につ
いて監査の対象とした会計に関する部分は、営業報告書及び附属明細書に記載され
ている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。この計算書類及び附属
明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及
び附属明細書に対する意見を表明することにある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び附属明細書に重要な虚
偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によ
って行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及び附属明細書の表示を検
討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理
的な基礎を得たと判断している。なお、この監査は、当監査法人が必要と認めて実
施した子会社に対する監査手続を含んでいる。 
 
 監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。 
(1) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況
を正しく示しているものと認める。 
(2) 営業報告書（会計に関する部分に限る｡）は、法令及び定款に従い会社の状況
を正しく示しているものと認める。 
(3) 利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。 
(4) 附属明細書（会計に関する部分に限る｡）について、商法の規定により指摘す
べき事項はない。 
 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。 

以 上 
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 監査役会の監査報告書謄本 
  

監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、平成17年４月１日から平成18年３月31日までの
第160期営業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役から監 
査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、 
以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役の監査の方法の概要 
  各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従
い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から
その職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
子会社に対しては営業の報告を求め、必要に応じて子会社に赴
き業務及び財産の状況を調査いたしました。また、会計監査人
から報告及び説明を受け、計算書類及び附属明細書につき検討
を加えました。 
  取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が
行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引
並びに自己株式の取得及び処分等に関しては、上記の監査の方
法のほか、必要に応じて取締役等に対し報告を求め、詳細に調
査いたしました。 
 
２．監査の結果 
 (1) 会計監査人監査法人芹沢会計事務所の監査の方法及び結果
は相当であると認めます。 

 (2) 営業報告書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく
示しているものと認めます。 

 (3) 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に
照らし指摘すべき事項は認められません。 

 (4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘
すべき事項は認められません。 

 (5) 取締役の職務遂行に関しては、子会社に関する職務を含
め、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。 

   なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取
引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例
的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等についても取
締役の義務違反は認められません。 

 
   平成18年５月９日 

北海道瓦斯株式会社 監査役会 
常勤監査役 井 川   洋 ㊞ 
常勤監査役 越前谷 正 俊 ㊞ 
監 査 役 安 達   正 ㊞ 
監 査 役 髙 橋 賢 治 ㊞ 

 
(注) 常勤監査役 井川 洋及び監査役 髙橋賢治は、旧「株式会社の監査
等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査
役であります。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
 

（平成18年３月31日現在） 
 

資 産 の 部 負 債 の 部 
  

固 定 負 債 

社 債

転 換 社 債

長 期 借 入 金

再評価に係る繰延税金負債

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

ガスホルダー修繕引当金

そ の 他

 

流 動 負 債 

１年以内に期限到来の固定負債

支払手形及び買掛金

短 期 借 入 金

コマーシャル・ペーパー

そ の 他

千円 

47,064,849 

13,000,000 

6,802,000 

21,889,040 

1,318,034 

2,603,622 

500,968 

304,551 

646,632 

 

28,151,238 

13,424,380 

4,277,545 

1,876,410 

2,000,000 

6,572,902 
 

負 債 合 計 75,216,087 

少数株主持分 
 

少数株主持分 
 

 
40,804 
 

資 本 の 部 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

土地再評価差額金 

株式等評価差額金 

自 己 株 式 

 

5,037,827 

2,797,778 

19,881,948 

△ 888,796 

1,404,299 

△ 70,579 
 

 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

製 造 設 備 

供 給 設 備 

業 務 設 備 

そ の 他 の 設 備 

建 設 仮 勘 定 

 

無 形 固 定 資 産 

その他無形固定資産 

 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受取手形及び売掛金 

た な 卸 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 

繰 延 資 産 

開 発 費 

そ の 他 

千円

85,943,243

72,927,860

4,719,930

48,843,769

9,609,917

8,956,477

797,766

2,190,028

2,190,028

10,825,353

6,581,014

831,304

3,553,363

△ 140,328

12,700,685

1,104,080

6,438,852

2,046,815

441,369

2,930,123

△ 260,556

4,775,441

4,761,323

14,117 資 本 合 計 28,162,478 

資 産 合 計 103,419,369 負債・少数株主持分及び資本合計 103,419,369 
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連 結 損 益 計 算 書 

(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 
 

  費     用 収     益 
千円 千円 

売 上 原 価 32,935,838 売 上 高 62,203,672 

(売 上 総 利 益) (29,267,833)   

供給販売費及び一般管理費 27,118,449   

供 給 販 売 費 24,060,068   

一 般 管 理 費 3,058,380   

営 
業 
損 
益 
の 
部 
(営 業 利 益) (2,149,384)   

営 業 外 費 用 1,444,338 営 業 外 収 益 769,376 

支 払 利 息 956,693 受 取 利 息 8,036 

そ の 他 487,645 受 取 配 当 金 35,225 

 賃 貸 料 収 入 200,814 

 熱量変更支援等収入 181,901 

 持分法による投資利益 121,624 

営
業
外
損
益
の
部 

 そ の 他 221,773 

経 
 
常 
 
損 
 
益 
 
の 
 
部 

 (経 常 利 益) (1,474,421)   

   

特 別 損 失 500,017   

投資有価証券評価損 305,000   

固定資産減損損失 195,017   

特 
別 
損 
益 
の 
部    

(税金等調整前当期純利益) ( 974,404)   

法人税、住民税及び事業税 262,763   

法 人 税 等 調 整 額 186,299   

少 数 株 主 利 益 3,841   

当 期 純 利 益 521,500   

合 計 62,973,048 合 計 62,973,048 
 
 



〆≠●0 
02_0764901101806.doc 
北海道瓦斯㈱様 招集 2006/06/08 14:38印刷 11/16 
 

( 26 ) 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 
1. 連結の範囲に関する事項 
連結子法人等    ６社 
(北ガスジェネックス㈱、北ガスサービス㈱、㈱ケージープランニン
グ、北ガス建設㈱、㈱エナジーソリューション、天然ガス自動車北海
道㈱） 
 ㈱エナジーソリューションについては、当連結会計年度に新たに設
立したため、連結の範囲に含めております。 
非連結子法人等   ８社 
 連結の範囲から除いた子法人等は、総資産額、売上高､ 当期純損益
および利益剰余金 (持分に見合う額）等の合計額がいずれも小規模で
あり、かつ質的にも重要性に乏しく連結計算書類に重要な影響を及ぼ
さないため、連結の範囲に含めておりません。 

2. 持分法の適用に関する事項 
持分法適用非連結子法人等および関連会社  ９社 
 (北東住設機器㈱、㈱エネッセル、石狩サービス㈱、北ガスシステ
ムサポート㈱、㈱小樽ガス住設、㈱日石プロパン供給センター、ケー
ジーセントラルスポーツ㈱、㈱北海道熱供給公社、㈱サッポロエネル
ギーサービス） 
 持分法を適用していない非連結子法人等３社は、それぞれ当期純損
益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり､ かつ全体としても
重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

3. 連結子法人等の事業年度等に関する事項 
 連結子法人等のうち、北ガス建設㈱の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、北ガス建設㈱については12月31日現
在の計算書類を採用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を行っております。 

4. 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準および評価方法 
①有価証券  
 その他有価証券  
  時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部資本直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）によっております。 

  時価のないもの 移動平均法による原価法によっており
ます。 

②デリバティブ 時価法によっております。 
③たな卸資産  
 たな卸資産（製品・原料・貯蔵品）の評価は、主として原価法 
(製品・原料は総平均法、貯蔵品は移動平均法）によっております。 
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 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
   ①有形固定資産 

 定率法によっております。但し、当社の千歳支店ならびに供給設
備のうち石狩供給所、天然ガス用設備および一部の連結子法人等は、
定額法によっております。 
 また、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除
く）については、定額法によっております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
  建物および構築物 3～50年
  導管 13～22年
  機械装置および工器具備品 2～20年
 取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産のうち､ 一括
償却を選択した資産については、３年間で均等償却する方法によっ
ております。 

   ②無形固定資産 
 定額法によっております。 
 但し、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法によっております｡  

   ③長期前払費用 
 均等償却をしております。 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 
①新株発行費  支出時に全額費用として処理しております。 
②開発費     商法施行規則に定める最長期間（５年間) による均

等額償却を行っております。 
 (4) 重要な引当金の計上基準 
   ①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

   ②退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職
給付債務および年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。 
 会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理し
ております。 
 数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年) による定額法
により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
することとしております。 

   ③役員退職慰労引当金 
 当社は、役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内
規に基づく期末要支給額を計上しております。 
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   ④ガスホルダー修繕引当金 
 球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるた
め、前回の修繕実施額に基づく次回修繕見積額を次回修繕までの期
間に配分して計上しております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、適用要件を満たして
いる場合は、金利スワップ特例処理を採用しております。 
②ヘッジ手段とヘッジ対象 
 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 
  金利スワップ   借入金 
  為替予約    外貨建予定取引（原料購入代金) 
③ヘッジ方針 
 内規に基づき、金利変動リスクおよび為替変動リスクをヘッジし
ております｡ なお、実需に関係のないデリバティブ取引は行ってお
りません。 
④ヘッジ有効性評価の方法 
 ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確
認することにより行っております。但し、特例処理の要件を満たし
ている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

 (7) 消費税等の会計処理 
 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

5. 連結子法人等の資産および負債の評価に関する事項 
 連結子法人等の資産および負債の評価については、全面時価評価法を
採用しております。 

6. 連結調整勘定の償却に関する事項 
 連結調整勘定は、５年間の均等償却を行っております。 

 
 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 
 (固定資産の減損に係る会計基準） 
    当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（｢固定資産
の減損に係る会計基準の設定に関する意見書｣（企業会計審議会 平成
14年８月９日)）および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針｣ 
(企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま
す。 

    これにより税金等調整前当期純利益は195,017千円減少しておりま
す。 
なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除してお
ります。 
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連結貸借対照表の注記 
1. 事業用土地の再評価 
当社は、土地再評価法（｢土地の再評価に関する法律」平成10年３月
31日公布、法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地
再評価差額金を資本の部に計上しております。 
再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31
日公布政令第119号）第２条第４号によるところの地価税の計算のため
に公表された方法により算定した価格に合理的な調整を行う方法および
第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価によって算出しております。 
再評価を行った年月日 平成14年３月31日
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における
時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との 
差額 △ 2,663,058千円
なお、当期末において、土地の再評価に係る繰延税金資産相当額につ
いて回収可能性を検討した結果、確実な回収を見込むことが困難なもの
1,163,122千円を取崩し、同額を「土地再評価差額金」から減額してお
ります。 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 111,958,973千円
3. 担保資産および担保付債務 
 有形固定資産（工場財団他） 1,422,715千円
 担保付長期借入金 248,220千円

 
4. 保証債務 182,330千円
5. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
 
連結損益計算書の注記 
1. １株当たり当期純利益 8円30銭
2. 固定資産減損損失 
当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産について減損
損失を計上いたしました。 
 
場  所 用  途 種  類 

減損損失 
（千円） 

札幌市東区 遊休資産 土  地 195,017 
 

当社グループは、減損会計の適用に当たって、ガス事業に使用してい
る固定資産は、ガスの製造から販売まですべての資産が一体となってキ
ャッシュ・フローを生成していることから、全体を１つの資産グループ
としています。それ以外の事業用固定資産については、個々の事業毎に
１つの資産グループとしています。また、それ以外の固定資産について
は、原則として個別の資産毎にグルーピングを行っております。 
将来の具体的使用計画がない遊休資産の帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 
なお、回収可能価額は、不動産鑑定士から入手した鑑定評価額に基づ
く正味売却価額により測定しております。 

3. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 
 

 
独立監査人の監査報告書 
 

平成18年５月６日 

北海道瓦斯株式会社 

取 締 役 会  御 中 
 

監査法人 芹沢会計事務所 
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 伊原 美好 ㊞

業務執行社員 公認会計士 神山 俊一 ㊞
 
 当監査法人は、｢株式会社の監査等に関する商法の特例に関する
法律｣ 第19条の２第３項の規定に基づき、北海道瓦斯株式会社の
平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第160期営業年度の
連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表及び連結損益計算書に
ついて監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあ
り、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証
を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を
検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意
見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。なお、この
監査は、当監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査
手続を含んでいる。 
 
 監査の結果、当監査法人は、上記の連結計算書類が、法令及び
定款に従い北海道瓦斯株式会社及びその連結子法人等から成る企
業集団の財産及び損益の状態を正しく示しているものと認める。 
 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更に記載
のとおり、会社は当営業年度より固定資産の減損に係る会計基準 
(｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書｣（企業会
計審議会平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基
準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第６号平成15年10月31日)) 
を適用している。この変更は平成18年３月31日に終了する営業年
度に係る連結計算書類から同会計基準及び同適用指針が適用され
たことに伴うものであり相当と認める。 
 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
 



〆≠●0 
02_0764901101806.doc 
北海道瓦斯㈱様 招集 2006/06/08 14:38印刷 16/16 
 

( 31 ) 

 連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本 
  

連結計算書類に係る監査報告書 
 

 当監査役会は、平成17年４月１日から平成18年３月31日までの

第160期営業年度の連結計算書類（連結貸借対照表及び連結損益計

算書）に関して、各監査役から監査の方法及び結果の報告を受

け、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし

ます。 

 

１．監査役の監査の方法の概要 

  各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従

い、連結計算書類について取締役等及び会計監査人から報告及

び説明を受け、調査いたしました。また、必要に応じて子会社

に対し会計に関する報告を求め、その業務及び財産の状況を調

査いたしました。 

 

２．監査の結果 

  会計監査人監査法人芹沢会計事務所の監査の方法及び結果は

相当であると認めます。 

 
 
   平成18年５月９日 

北海道瓦斯株式会社 監査役会 

常勤監査役 井 川   洋 ㊞ 

常勤監査役 越前谷 正 俊 ㊞ 

監 査 役 安 達   正 ㊞ 

監 査 役 髙 橋 賢 治 ㊞ 
 
(注) 常勤監査役 井川 洋及び監査役 髙橋賢治は、旧「株式会社の監査
等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査
役であります。 

 
 

以 上 
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株主総会参考書類 

 

議案および参考事項 
 
 第１号議案 第160期利益処分案承認の件 

    議案の内容は21頁に記載のとおりであります。 
 当期の利益配当金につきましては、安定的配当維持のため、
当期の業績、その他諸般の事情を勘案して前期と同じく１株
につき６円とさせていただきたいと存じます。 

 
 第２号議案 定款一部変更の件 

  1. 変更の理由 
(1) ｢会社法」(平成17年法律第86号）および「会社法の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律｣（平成17年法律第
87号。以下「整備法」という）が、平成18年５月１日に
施行されたことに伴い、｢会社法」および「整備法」に基
づき、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行
うものであります。 

     ①会社の機関を明記する規定が必要になったものであり
ます。 

     ②株券の不発行が原則となったため、上場会社として株
券を発行する旨の規定が必要になったものであります。 

     ③単元未満株式につきまして、基本的な権利はほぼ従来
どおり維持したうえ、他の権利を限定して株式管理の
合理化を図るため、規定を新設するものであります。 

     ④インターネットの普及を考慮して、法務省令の定める
ところに従い株主総会参考書類等をインターネットで
開示することにより、みなし提供できるよう規定を新
設するものであります。 

     ⑤議決権行使の代理人の人数を定め、また、不統一行使
の通知方法は書面により行うこととし、株主様のご意
思を明確に把握するため、規定を変更するものであり
ます。 

     ⑥取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会の書面
決議を可能にする規定を新設するものであります。 

     ⑦社外監査役として適任者を招聘し、多角的な視点によ
る監査体制の充実を図るため、社外監査役との間に責
任限定契約を締結することを可能にする旨の規定を新
設するものであります。 
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     ⑧その他、会社法の施行に伴い、文言の変更、規定の整
備、条文の加除に伴う条数の変更等、所要の変更を行
うものであります。 

(2) 商号につきまして、取引環境や株式市場の国際化の進展
に備え、英文での表示を追加するものであります。 

(3) 経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を１年に短
縮して変更するものであります。 

(4) 機動的な経営体制を可能にしてコーポレート・ガバナン
スの強化を図るため、代表取締役および役付取締役に関
する規定を変更するものであります。 

(5) 社外取締役として適任者を招聘し、その期待される役割
を十分に発揮できるようにするため、社外取締役との間
に責任限定契約を締結することを可能にする旨の規定を
新設するものであります。なお、本議案の提出につきま
しては、あらかじめ各監査役の同意を得ております。 

(6) 監査体制の充実を図るため、定員を５名以内に増員して
変更するものであります。 

(7) その他、規定の明確化を図るため、表現の整理や、条文
の新設、移設および統合、ならびに不要条文の削除等を
行うものであります。 

 
  2. 変更の内容 
    変更の内容は、次のとおりであります。 

(下線は変更部分であります｡) 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総   則 

 

（商 号） 

第１条 本会社は北海道瓦斯株式会社と

称する。 

第１章 総   則 

 

（商 号） 

第１条 本会社は､ 北海道瓦斯株式会社

と称し、英文では、HOKKAIDO GAS 

CO., LTD.と表示する。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（目 的） 

第２条 本会社は次の事業を営むことを
目的とする。 

1. ガス事業 

2. 熱供給事業 

3. 電気供給事業 

4. ガス副産物の精製および販売 

5. 液化石油ガス・石油製品の販

売 

6. ガス機器・厨房設備機器・空

調設備機器・浴槽等住宅設備機

器・自動車・家庭用電気機器・

通信機器の製作、販売および賃

貸 

7. 土木・建築・電気・管工事お

よび機械器具設置工事に関する

設計、監理および施工 

8. 環境保全のための大気汚染防

止装置・水質汚濁防止装置・廃

棄物処理装置の設計、製作およ

び販売並びに土壌の再生処理に

関する事業 

9. 不動産の売買、賃貸借および

管理 

10. 料理教室・スポーツ施設・飲

食店の経営および旅行代理業 

11. 損害保険代理業および生命保

険募集事業 

12. 情報処理サービス業およびコ

ンピュータ・コンピュータソフ

トウェアの製作、販売および賃

貸 

13. 建築資材・台所用品・日用雑

貨品・食料品の販売 

14. 前６・13号に関わる商品の割
賦購入斡旋業および金融業 

15. 前各号に関する調査、研究お

よびコンサルティング業 

16. 前各号に付帯関連する事業 

 

（目 的） 

第２条 本会社は､ 次の事業を営むこと
を目的とする。 

【以下、現行どおり】 

（本店所在地） 

第３条 本会社は本店を札幌市に置く。 
（本店所在地） 

第３条 本会社は､ 本店を札幌市に置
く。 
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現 行 定 款 変 更 案 

【新設】  (機 関) 

第４条 本会社は、株主総会および取締

役のほか、次の機関を置く｡ 

   1. 取締役会 

   2. 監査役 

   3. 監査役会 

   4. 会計監査人 

 

（公告方法） 

第４条 本会社の公告は日本経済新聞に

掲載する。 

 

（公告方法） 

第５条 本会社の公告方法は､ 日本経済

新聞に掲載して行う。 

 

第２章 株   式 

 

（発行する株式の総数） 

第５条 本会社の発行する株式の総数は

１億６千万株とする。 

 

第２章 株   式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 本会社の発行可能株式総数は､ 

１億６千万株とする。 

 

【新設】  (株券の発行) 

第７条 本会社は、株式に係る株券を発

行する｡ 

 

 (自己株式の取得) 

第６条 本会社は、商法第211条ノ３第１

項第２号の規定により、取締役会

の決議をもって自己株式を買受け

ることができる｡ 

 

 (自己の株式の取得) 

第８条 本会社は、会社法第165条第２項

の規定により、取締役会の決議に

よって自己の株式を取得すること

ができる。 

（１単元の株式の数および単元未満株券

の不発行） 

第７条 本会社の１単元の株式の数は

1,000株とする。 

 本会社は１単元の株式の数に満

たない株式（以下「単元未満株

式」という｡）に係わる株券を発行

しない。ただし、株式取扱規則に

定めるところについてはこの限り

でない。 
 

（単元株式数および単元未満株券の不発

行） 

第９条 本会社の単元株式数は､ 1,000株

とする。 

   2. 本会社は、第７条の規定にか

かわらず、単元未満株式に係る

株券を発行しない。ただし、株

式取扱規則に定めるところにつ

いてはこの限りでない。 
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現 行 定 款 変 更 案 

【新設】  (単元未満株式についての権利) 

第10条 本会社の株主（実質株主を含

む。以下同じ｡）は、その有する単

元未満株式について、次に掲げる

権利以外の権利を行使することが

できない｡ 

   1. 会社法第189条第２項各号に掲
げる権利 

   2. 会社法第166条第１項の規定に
よる請求をする権利 

   3. 株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当ておよび募集新

株予約権の割当てを受ける権利 

   4. 次条に定める請求をする権利 
 

（単元未満株式の買増し） 

第８条 本会社の単元未満株式を有する
株主（実質株主を含む。以下同

じ｡) は、株式取扱規則に定めると

ころにより、その単元未満株式の

数と併せて１単元の株式の数とな
るべき数の株式を売り渡すべき旨

を請求することができる。 

 

（単元未満株式の買増し） 

第11条 本会社の株主は、株式取扱規則

に定めるところにより、その有す

る単元未満株式の数と併せて単元

株式数となる数の株式を売り渡す

ことを請求することができる。 

（名義書換代理人） 

第９条 本会社は株式につき名義書換代
理人を置く。 

 名義書換代理人およびその事務

取扱場所は取締役会の決議によっ

て選定し、これを公告する。 

 本会社の株主名簿（実質株主名

簿を含む。以下同じ｡）および株券

喪失登録簿は名義書換代理人の事

務取扱場所に備え置き、株式の名

義書換、質権の登録、信託財産の

表示、株券の交付、株券喪失登録

の手続、株券の不所持の申出、届

出の受理、単元未満株式の買取り

および買増し、実質株主通知の受

理等株式に関する事務は名義書換

代理人に取扱わせ、本会社におい

てはこれを取扱わない。 
 

（株主名簿管理人） 

第12条 本会社は、株主名簿管理人を置

く。 

   2. 株主名簿管理人およびその事

務取扱場所は､ 取締役会の決議

によって定め、これを公告す

る。 

   3. 本会社の株主名簿（実質株主

名簿を含む。以下同じ｡)、新株

予約権原簿および株券喪失登録

簿の作成ならびに備置きその他

の株主名簿、新株予約権原簿お

よび株券喪失登録簿に関する事

務は、これを株主名簿管理人に

委託し、本会社においては取扱

わない。 
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現 行 定 款 変 更 案 

（株式取扱規則） 

第10条 本会社の株式の名義書換、質権

の登録、信託財産の表示、株券の

交付、株券喪失登録の手続、株券

の不所持の申出、届出の受理、単

元未満株式の買取りおよび買増

し、実質株主通知の受理等株式に

関する取扱いおよびその手数料な

らびに株券の種類については、取

締役会で定める株式取扱規則によ

る。 

 

（株式取扱規則） 

第13条 本会社の株式に関する取扱いお

よびその手数料は、法令または本

定款のほか､ 取締役会で定める株

式取扱規則による。 

 (住所等の届出) 

第11条 株主、質権者またはその法定代

理人は、その氏名・住所および印

鑑を本会社の名義書換代理人に届

出なければならない。その変更の

場合も同様とする。 

 外国居住の株主、質権者または

その法定代理人は日本国内に代理

人を置き、代理人の印鑑を添え

て、その旨を本会社の名義書換代

理人に届出なければならない｡ 

 

【削除】 

 (基準日) 

第12条 本会社は毎年３月31日の最終の

株主名簿に記載または記録された

株主をもってその決算期に関する

定時株主総会において議決権を行

使すべき株主とする｡ 

 前項のほか必要ある場合は、取

締役会の決議によりあらかじめ公

告のうえ、一定の日における最終

の株主名簿に記載または記録され

た株主または質権者をもって、そ

の権利を行使できる株主または質

権者とする｡ 
 

【削除】 
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現 行 定 款 変 更 案 

第３章 株 主 総 会 

 

（招 集） 

第13条 定時株主総会は毎年６月、臨時

株主総会は必要ある場合、随時、

本店所在地においてこれを招集す

る。 

 総会は法令に別段の定めある場

合を除き取締役会の決議により社

長が招集する。社長に事故あると

きはあらかじめ取締役会の決議を

もって定めた順序により他の取締

役が招集する｡ 

 

第３章 株 主 総 会 

 

（招 集） 

第14条 定時株主総会は毎年６月、臨時

株主総会は必要ある場合、随時、

本店所在地においてこれを招集す

る。 

 

 (議 長) 

第14条 株主総会の議長は社長がこれに

当たる。社長に事故あるときはあ

らかじめ取締役会の決議をもって

定めた順序により他の取締役がこ

れに代わる。 

 

【削除】 

 

 

【新設】  (定時株主総会の基準日) 

第15条 本会社の定時株主総会の議決権

の基準日は、毎年３月31日とする｡ 

 

 (議決権) 

第15条 法令に別段の定めある場合を除

き、株主は１単元に付き１個の議

決権を有する｡ 

 

【削除】 

【新設】  (招集権者および議長) 

第16条 株主総会は、法令に別段の定め

がある場合を除き、取締役会の決

議により取締役社長がこれを招集

し、議長となる｡ 

2. 取締役社長に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじ

め定めた順序に従い、他の取締

役が株主総会を招集し、議長と

なる｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

【新設】  (株主総会参考書類等のインターネット

開示とみなし提供) 

第17条 本会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報

告、計算書類および連結計算書類

に記載または表示すべき事項に係

る情報を、法務省令に定めるとこ

ろに従いインターネットを利用す

る方法で開示することにより、株

主に対して提出したものとみなす

ことができる｡ 

 

（決議方法） 

第16条 株主総会の決議は法令または定

款に別段の定めある場合を除き出

席した株主の議決権の過半数をも

ってこれを決する。 

 商法第343条に定める特別決議

は、総株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもってこれ

を決する。 

（決議方法） 

第18条 株主総会の決議は､ 法令または

定款に別段の定めがある場合を除

き､ 出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数

をもって行う｡ 

2. 会社法第309条第２項に定める

決議は、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、

その議決権の３分の２以上をも

って行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第17条 株主は本会社の議決権を有する

他の株主を代理人としてその議決

権を行使することができる。 

 株主または代理人は株主総会毎

に代理権を証明する書面を本会社

に提出しなければならない。 

（議決権の代理行使等） 

第19条 株主は､ 本会社の議決権を有す

る他の株主１名を代理人としてそ

の議決権を行使することができ

る。ただし､ 株主または代理人は

株主総会毎に代理権を証明する書

面を本会社に提出しなければなら

ない。 

2. 会社法第313条第２項に定める

議決権の不統一行使の通知方法

は、書面により行うこととする｡ 
 

 



〆≠●0 
03_0764901101806.doc 
北海道瓦斯㈱様 招集 2006/06/08 14:38印刷 9/24 
 

( 40 ) 

 
現 行 定 款 変 更 案 

 (総会の議事録) 

第18条 株主総会の議事の経過の要領お

よびその結果は、これを議事録に

記載または記録し、議長ならびに

出席した取締役がこれに記名押印

または電子署名する｡ 

 

【削除】 

第４章 取締役および取締役会 

 

（取締役の定員） 

第19条 取締役は15名以内とする。 

 取締役に欠員を生じた場合、法

定員数を欠かないときは補欠選挙

を延期することができる｡ 

 

第４章 取締役および取締役会 

 

（取締役の定員） 

第20条 本会社の取締役は､ 15名以内と

する。 

（取締役の選任） 

第20条 取締役は株主総会において選任

する。 

 前項の選任については、総株主

の議決権の３分の１以上を有する

株主の出席を要する。 

 取締役の選任決議は累積投票に

よらない。 

（取締役の選任） 

第21条 取締役は､ 株主総会の決議によ

り選任する。 

   2. 前項の選任については、議決

権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の

過半数をもって行う。 

   3. 取締役の選任決議は､ 累積投

票によらない。 

 

（取締役の任期） 

第21条 取締役の任期は、就任後２年内

の最終の決算期に関する定時株主

総会終結の時までとする。 

 補欠または増員のため選任され

た取締役の任期は、他の在任取締

役の任期の満了すべき時までとす

る｡ 

 

（取締役の任期） 

第22条 取締役の任期は、選任後１年以

内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終

結の時までとする。 

（代表取締役） 

第22条 社長は代表取締役たるものとす

る｡ 

 前項のほか、取締役会の決議を

もって、役付取締役中から代表取

締役若干名を選任することができ

る｡ 

（代表取締役および役付取締役） 

第23条 取締役会は、その決議によって

代表取締役を選定する｡ 

2. 取締役会は、その決議によっ

て会長１名、社長１名、必要に

応じてその他の役付取締役若干

名を選定することができる｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

 (役付取締役) 

第23条 取締役会の決議をもって､ 会

長、社長および副社長各１名なら

びに専務取締役および常務取締役

各若干名を置くことができる｡ 

 

【削除】 

 (取締役会) 

第24条 取締役会は取締役をもって構成

し、特に法令または定款の定める

事項のほか本会社の重要な業務の

執行を議決する｡ 

 

【削除】 

（取締役会の招集および議長） 

第25条 取締役会の招集通知は、会日の

３日前までに各取締役および各監

査役に対して発する。ただし、緊

急の必要あるときは、この期間を

短縮することができる。 

 取締役会は取締役および監査役

の全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで開くことがで

きる。 

 法令に別段の定めある場合を除

き会長が取締役会を招集しその議

長となる。会長を置かない場合あ

るいは会長に事故あるときは社

長、会長および社長ともに事故あ

るときはあらかじめ取締役会の決

議をもって定めた順序により他の

取締役がこれに代わる。 

 

（取締役会の招集および議長） 

第24条 取締役会の招集通知は、会日の

３日前までに各取締役および各監

査役に対して発する。ただし、緊

急の必要があるときは、この期間

を短縮することができる。 

2. 取締役会は､ 取締役および監

査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ることな

く開催することができる。 

3. 法令に別段の定めがある場合

を除き取締役会長が取締役会を

招集しその議長となる。 

4. 取締役会長を置かない場合あ

るいは取締役会長に事故がある

ときは取締役社長が、取締役社

長に事故があるときは､ あらか

じめ取締役会の決議をもって定

めた順序により他の取締役がこ

れに代わる。 

 

（取締役会の決議方法） 

第26条 取締役会の決議は、取締役の過

半数が出席し、その出席取締役の

過半数をもって行う｡ 
 

（取締役会の決議の省略） 

第25条 本会社は、会社法第370条の要件

を充たしたときは、取締役会の決

議があったものとみなす｡ 
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( 42 ) 

 
現 行 定 款 変 更 案 

 (取締役会の議事録) 

第27条 取締役会の議事の経過の要領お

よびその結果は、これを議事録に

記載または記録し、出席した取締

役および監査役がこれに記名押印

または電子署名する｡ 

 

【削除】 

【新設】  (取締役会規則) 

第26条 取締役会に関する事項は、法令

または本定款のほか、取締役会に

おいて定める取締役会規則による｡ 

 

（報酬および退職慰労金） 

第28条 取締役の報酬および退職慰労金

は株主総会において、これを定め

る。 

（報酬等） 

第27条 取締役の報酬、賞与その他の職

務執行の対価として本会社から受

ける財産上の利益（以下「報酬

等」という｡) は､ 株主総会の決議

によって定める。 

 

【新設】 

 

 (社外取締役との責任限定契約に関する

定め) 

第28条 本会社は、会社法第427条第１項

の規定により、社外取締役との間

に、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に

基づく損害賠償責任の限度額は金

1,000万円以上であらかじめ定めた

額または法令が規定する額のいず

れか高い額とする｡ 

 

（相談役・顧問） 

第29条 取締役会の決議をもって相談役

または顧問を置くことができる。 

（相談役・顧問） 

第29条 取締役会は、その決議によって

相談役または顧問を置くことがで

きる。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第５章 監査役および監査役会 

 

（監査役の定員） 

第30条 監査役は４名以内とする。 

 監査役に欠員を生じた場合、法

定員数を欠かないときは補欠選挙

を延期することができる｡ 

 

第５章 監査役および監査役会 

 

（監査役の定員） 

第30条 本会社の監査役は、５名以内と

する。 

（監査役の選任） 

第31条 監査役は株主総会において選任

する。 

 前項の選任については、総株主

の議決権の３分の１以上を有する

株主の出席を要する。 

（監査役の選任） 

第31条 監査役は､ 株主総会の決議によ

り選任する。 

   2. 前項の選任については、議決

権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の

過半数をもって行う。 

 

（監査役の任期） 

第32条 監査役の任期は、就任後４年内

の最終の決算期に関する定時株主

総会終結の時までとする。 

 補欠として選任された監査役の

任期は、退任した監査役の任期の

満了すべき時までとする。 

（監査役の任期） 

第32条 監査役の任期は、選任後４年以

内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終

結の時までとする。 

   2. 任期の満了前に退任した監査

役の補欠として選任された監査

役の任期は、退任した監査役の

任期の満了する時までとする。 

 

（常勤監査役） 

第33条 監査役の互選により常勤の監査

役を置く。 

 

（常勤の監査役） 

第33条 監査役会は、その決議によって

常勤の監査役を選定する。 

 (監査役会) 

第34条 監査役会は監査役をもって構成

し、法令に定める権限を有するほ

か、その決議をもって監査役の職

務の執行に関する事項を決めるこ

とができる｡ ただし、監査役の権

限の行使を妨げることはできない｡
 

【削除】 
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現 行 定 款 変 更 案 

（監査役会の招集） 

第35条 監査役会の招集通知は、会日の

３日前までに各監査役に対して発

する。ただし、緊急の必要あると

きは、この期間を短縮することが

できる。 

 監査役会は監査役全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経な

いで開くことができる。 

 

（監査役会の招集） 

第34条 監査役会の招集通知は、会日の

３日前までに各監査役に対して発

する。ただし、緊急の必要がある

ときは、この期間を短縮すること

ができる。 

   2. 監査役会は､ 監査役全員の同

意があるときは、招集の手続き

を経ることなく開催することが

できる。 

 (監査役会の決議方法) 

第36条 監査役会の決議は、法令に別段

の定めある場合を除き、監査役の

過半数をもって行う｡ 

 

【削除】 

 (監査役会の議事録) 

第37条 監査役会の議事の経過の要領お

よびその結果は、これを議事録に

記載または記録し、出席した監査

役がこれに記名押印または電子署

名する｡ 

 

【削除】 

【新設】  (監査役会規則) 

第35条 監査役会に関する事項は、法令

または本定款のほか、監査役会に

おいて定める監査役会規則による｡ 

 

（報酬および退職慰労金） 

第38条 監査役の報酬および退職慰労金

は株主総会においてこれを定め

る。 
 

（報酬等） 

第36条 監査役の報酬等は､ 株主総会の

決議によって定める。 
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現 行 定 款 変 更 案 

【新設】  (社外監査役との責任限定契約に関する

定め) 

第37条 本会社は、会社法第427条第１項

の規定により、社外監査役との間

に、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に

基づく損害賠償責任の限度額は金

1,000万円以上であらかじめ定めた

額または法令が規定する額のいず

れか高い額とする｡ 

 

第６章 計   算 

 

（決算期） 

第39条 本会社の決算期は毎年３月31日

とする。 

第６章 計   算 

 

（事業年度） 

第38条 本会社の事業年度は､ 毎年４月

１日から翌年３月31日までの１年

とする。 

 

（利益配当金） 

第40条 本会社の利益配当金は、毎年３

月31日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された株主または質権者

に支払う。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第39条 本会社の剰余金の期末配当の基

準日は、毎年３月31日とする。 

 

（配当金支払期間） 

第41条 利益配当金は、支払確定の日か

ら満３年を経過しても受領のない

ときは、本会社は支払いの義務を

免れるものとする。未払配当金に

対しては利息を付けない。 

（配当金の除斥期間等） 

第40条 配当財産が金銭である場合は、

支払確定の日から満３年を経過し

ても受領のないときは、本会社は

支払いの義務を免れるものとす

る。 

   2. 未払配当金に対しては利息を

付けない。 

 

（転換社債の転換と配当金） 

第42条 転換社債の転換により発行され

た株式に対する最初の利益配当金

は、転換の請求がなされた日の属

する営業年度の初めに転換があっ

たものとみなして支払うものとす

る。 
 

（転換社債の転換と剰余金の配当） 

第41条 転換社債の転換により発行され

た株式に対する最初の剰余金の配

当は、転換の請求がなされた日の

属する事業年度の初めに転換があ

ったものとみなして支払うものと

する。 
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 第３号議案 取締役９名選任の件 

    取締役全員（11名）は本総会終結の時をもって任期満了と
なりますので、新たに取締役９名の選任をお願いいたしたい
と存じます。 

    取締役候補者は、次のとおりであります。 
 
候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、他の法人等の代表状況 
当社における地位および担当 

所有する当社 
の 株 式 の 数 

１ 
佐々木 正 丞 
 

(昭和９年４月21日生) 

 

昭和32年４月 当社入社 

昭和49年８月 同取締役 

昭和52年６月 同常務取締役 

昭和57年６月 同代表取締役・常務取締役

昭和61年７月 同代表取締役・常務取締役

       営業本部長 

昭和63年６月 同代表取締役・専務取締役

       営業本部長 

平成２年６月 同代表取締役社長 

平成14年６月 同代表取締役会長 

       現在に至る 

 

341,407株 

２ 
前 泉 洋 三 
 

(昭和24年５月４日生) 

 

昭和48年４月 当社入社 

平成10年６月 同取締役 

平成12年６月 同常務取締役 

平成14年６月 同代表取締役社長 

       営業本部長 

平成16年７月 同代表取締役社長 

       現在に至る 

 

43,000株 
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候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、他の法人等の代表状況 
当社における地位および担当 

所有する当社 
の 株 式 の 数 

３ 
大 槻  博 
 

(昭和24年７月11日生) 

 

昭和47年10月 当社入社 

平成10年６月 同取締役 

平成11年６月 同取締役営業副本部長 

平成12年６月 同常務取締役営業副本部長 

平成14年６月 同代表取締役副社長 

       生産供給本部長兼天然ガス

転換本部長 

平成16年７月 同代表取締役副社長 

       天然ガス転換事業部・技術

開発研究所・技能開発セン

ター担当 

       天然ガス転換事業部長 

       現在に至る 

 

34,000株 

４ 
濱 多  悟 
 

(昭和26年６月６日生) 

 

昭和49年４月 当社入社 

平成９年12月 同企画部情報システム室長

平成11年６月 同業務高度化推進プロジェ

クトチームリーダー 

平成12年６月 同取締役業務高度化推進プ

ロジェクトチームリーダー

平成13年４月 同取締役業務高度化推進プ

ロジェクトチーム部長 

平成16年６月 同常務取締役業務高度化推

進プロジェクトチーム部長

平成16年７月 同常務取締役 

       リビング事業部担当 

       リビング事業部長 

       現在に至る 

 

25,000株 
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候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、他の法人等の代表状況 
当社における地位および担当 

所有する当社 
の 株 式 の 数 

５ 
花 坂 耕 治 
 

(昭和26年12月21日生) 

 

昭和49年４月 当社入社 

平成10年６月 同経理部長 

平成12年６月 同取締役経理部長 

平成14年６月 同取締役営業副本部長兼営

業推進部長 

平成16年７月 同取締役総務担当部長 

平成17年６月 同常務取締役総務担当部長

平成17年７月 同常務取締役 

コーポレートスタッフ部門

統括 

業務高度化推進部・資材・

経理財務・人事担当 

       現在に至る 

(他の法人等の代表状況) 

 北ガスシステムサポート株式会社取締役社長

 株式会社エフ・シー・プラン取締役社長

 

26,155株 

６ 
岡 崎 哲 哉 
 

(昭和27年11月30日生) 

 

昭和52年４月 当社入社 

平成14年６月 同経理部長 

平成16年６月 同取締役経理部長 

平成16年７月 同取締役資材兼経理財務担

当部長 

平成17年７月 同取締役 

地域開発・経営企画担当 

地域開発兼経営企画担当部

長 

現在に至る 

 

8,155株 
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候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、他の法人等の代表状況 
当社における地位および担当 

所有する当社 
の 株 式 の 数 

７ 
伊 藤  亨 
 

(昭和15年９月30日生) 

 

昭和39年４月 東京瓦斯株式会社入社 

平成12年６月 同常務取締役 

       お客さまサービス本部長 

平成14年６月 同社退社 

平成14年６月 東京ガス・エンジニアリン

グ株式会社取締役会長 

平成17年３月 同社退社 

平成17年６月 当社取締役 

       現在に至る 

 

2,000株 

８ 
丸 子  彰 
 

(昭和25年11月28日生) 

 

昭和49年４月 当社入社 

平成12年６月 同小樽支社長 

平成13年６月 同天然ガス転換センター所

長 

平成16年７月 同技術開発研究所長兼技能

開発センター所長 

       現在に至る 

 

2,000株 

９ 
野 田 雅 生 
 

(昭和28年４月26日生) 

 

昭和63年４月 弁護士登録（第二東京弁護

士会） 

林田・柏木・田澤法律事務

所勤務 

平成３年４月 野田純生法律事務所（現、

野田総合法律事務所）勤務

       現在に至る 

平成15年４月 東京地方裁判所民事調停委

員 

       現在に至る 

 

0株 

 (注) 1. 取締役候補者花坂耕治氏は北ガスシステムサポート株式会社の代表取締
役であり、当社は同社との間に印刷物の発注、システム開発の委託等の取
引関係があります。 

    2. 野田雅生氏の所属する法律事務所と当社との間には、法律顧問契約に基
づき法律相談業務の委託の取引関係があります。 

    3. その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 
    4. 伊藤 亨氏および野田雅生氏は、社外取締役候補者であります。 
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 第４号議案 監査役１名選任の件 

    第２号議案の承認可決を条件に、社外出身者による多角的
な視点による監査体制の充実を図るため、１名を増員いたし
たく、その選任をお願いいたしたいと存じます。 

    なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会
の同意を得ております。 

    監査役候補者は、次のとおりであります。 
 
氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、他の法人等の代表状況 
当社における地位および担当 

所有する当社 
の 株 式 の 数 

河 村 耕 作 
 

(昭和18年９月30日生) 

 

昭和43年４月 北海道採用 

平成11年５月 同石狩支庁長 

平成12年４月 同総合企画部構造改革推進室長

平成13年４月 同北海道立札幌医科大学事務局

長 

平成15年５月 同出納長 

平成18年３月 同退職 

平成18年４月 北海道開拓記念館長 

       現在に至る 

 

0株 

 (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 
    2. 河村耕作氏は、社外監査役候補者であります。 
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 第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役
および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち
切り支給の件 

    本総会終結の時をもって取締役を退任されます高橋雄介氏、
小林信介氏、種畑 徹氏および早崎正一氏の４氏に対し、在
任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額
の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、
贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じま
す。 

    また、当社は、本総会終結の時をもって役員退職慰労金を
廃止し、年間報酬に一本化することといたしました。これに
伴い、第３号議案をご承認いただいた場合に再任される取締
役の７氏および任期中の監査役４氏に対し、本総会終結の時
までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める基準
に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給いたしたいと存じま
す。なお、その支給の時期は取締役または監査役を退任する
時とし、具体的金額および方法等は、取締役については取締
役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと
存じます。 

 

    退任取締役の略歴は、次のとおりであります。 
 

氏     名 略         歴 

高 橋 雄 介 

 

平成12年６月 当社取締役 

平成16年６月 同常務取締役 

       現在に至る 

 

小 林 信 介 

 

平成14年６月 当社取締役 

       現在に至る 

 

種 畑  徹 

 

平成14年６月 当社取締役 

平成17年６月 同取締役（非常勤） 

       現在に至る 

 

早 崎 正 一 

 

平成14年６月 当社取締役 

       現在に至る 
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    退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の対象となる取
締役および監査役の略歴は、次のとおりであります。 

 
氏     名 略        歴 

佐 々 木  正  丞 

昭和49年８月 当社取締役 

昭和52年６月 同常務取締役 

昭和57年６月 同代表取締役・常務取締役 

昭和63年６月 同代表取締役・専務取締役 

平成２年６月 同代表取締役社長 

平成14年６月 同代表取締役会長 

       現在に至る 

前 泉 洋 三 

平成10年６月 当社取締役 

平成12年６月 同常務取締役 

平成14年６月 同代表取締役社長 

       現在に至る 

大 槻  博 

平成10年６月 当社取締役 

平成12年６月 同常務取締役 

平成14年６月 同代表取締役副社長 

       現在に至る 

濱 多  悟 
平成12年６月 当社取締役 

平成16年６月 同常務取締役 

       現在に至る 

花 坂 耕 治 
平成12年６月 当社取締役 

平成17年６月 同常務取締役 

       現在に至る 

岡 崎 哲 哉 
平成16年６月 当社取締役 

       現在に至る 

伊 藤  亨 
平成17年６月 当社取締役（非常勤） 

       現在に至る 

井 川  洋 
平成12年６月 当社常勤監査役 

       現在に至る 

越 前 谷  正  俊 
平成12年６月 当社常勤監査役 

       現在に至る 

安 達  正 
平成15年６月 当社監査役（非常勤） 

       現在に至る 

髙 橋 賢 治 
平成16年６月 当社監査役（非常勤） 

       現在に至る 
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 第６号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件 

    現在の取締役および監査役の報酬額は、平成６年６月29日
開催の第148回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額
2,300万円以内、監査役の報酬額を月額500万円以内とそれぞ
れご承認いただき今日に至っておりますが、第５号議案で記
載いたしましたとおり役員退職慰労金を廃止して年間報酬に
一本化するとともに、取締役につきましては、その報酬等の
年額の枠内で賞与を支給可能とし、監査役につきましては、
第２号議案および第４号議案で記載いたしましたとおり１名
増員による監査体制の充実を図ることに伴い、取締役の報酬
等の額を年額３億円以内に、監査役の報酬等の額を年額１億
円以内にそれぞれ改定させていただきたいと存じます。 

    なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取
締役の使用人分の給与は含まないものといたしたいと存じま
す。 

    また、現在の取締役の員数は11名、監査役の員数は４名で
ありますが、第３号議案および第４号議案が承認可決されま
すと、取締役の員数は９名、監査役の員数は５名となります。 

 
以 上 
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株主総会会場ご案内 
 

会 場  札幌市中央区大通西７丁目３番地１ 

  エムズ大通ビル ４階 当社会議室 

 

会 場 付 近 略 図 

 

 

 

1. 地下鉄 大通駅より ………………………………徒歩約10分 

  西11丁目駅より…………………………徒歩約５分 

  市 電 西８丁目停留所より ……………………徒歩約３分 

 

2. 会場には駐車場を用意してございませんので、公共交通機関 

  等をご利用願います。 

 

 


